
寒河江市告示第２８号 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２において準用する

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により、寒

河江市水道事業等の業務に係る公金の収納事務を委託したので、寒河江市水道事

業等の業務に係る公金のコンビニエンスストア収納事務委託に関する規程（平成

２５年水道事業管理規程第１号）第７条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  令和６年５月１日 

 

                寒河江市長  佐  藤  洋  樹 

 

 

１ 指定公金事務取扱者の名称及び事務所の所在地 

⑴ 山形県山形市七日町三丁目１番２号 

株式会社山形銀行 

 ⑵ 東京都中央区日本橋本石町四丁目６番７号 

地銀ネットワークサービス株式会社 

 

２ 指定公金事務取扱者に収納事務を委託した歳入の種類 

⑴ 寒河江市水道給水条例（昭和３７年市条例第１２号）第２７条に規定する

水道料金及び開栓手数料 

⑵ 寒河江市下水道条例（昭和５７年市条例第４０号）第１５条に規定する下

水道使用料 

⑶ 寒河江市浄化槽等設置管理条例（平成２３年市条例第２４号）第１５条に



規定する浄化槽等の使用料 

⑷ 前３号の規定による水道料金、下水道使用料及び浄化槽等の使用料に係る

督促手数料 

 

３ 指定公金事務取扱者として指定した日 

  令和６年５月１日 

 

４ 指定公金事務取扱者へ収納事務を委託した日 

  令和６年５日１日 

 

５ 指定公金事務取扱者が提携するコンビニエンスストア及びスマートフォン等

の電子機器による決済業務の事業者 

⑴  株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 

⑵  ミニストップ株式会社 

⑶  株式会社ローソン 

⑷  株式会社ファミリーマート 

⑸  山崎製パン株式会社 

⑹  株式会社セイコーマート 

⑺  株式会社ポプラ 

⑻  株式会社しんきん情報サービス 

⑼  ＰａｙＰａｙ株式会社 

⑽  ビリングシステム株式会社 

⑾  ウェルネット株式会社 

⑿  株式会社ＮＴＴドコモ 

⒀  ＫＤＤＩ株式会社 


